


要約:今日の母子保健行政のなかで、乳幼児健診システムはかなりうまく機能しており、

発達障害児や問題行動児の早期発見、早期援助がなされている。しかしながら健常児の追

跡に関しては、市町村、医療機関、保健所、保育所、幼稚園とばらばらに機能しており、

現時点では充分にシステム化されているとは言いがたい。今回は地域母子保健の中心であ

る保育所に焦点をあて、小児の健全育成事業の現状とその展開について検討した。その結

果、21 世紀にむけて、医療・保健と福祉、社会教育とのさらなる連携が望まれる。


